
       

 

 

    

  

  

 

  

 青少年補導員・センター職員による 

『街頭パトロール』・社会環境浄化事業『店舗調査』 
 

 ６月１日（月）より、青少年補導員の皆様とセンター職員による、『街頭パトロール』を開始しまし

た。市内９支部のそれぞれの補導員が自分たちの支部内でグループをつくり、午前・午後・夜間の３

つの時間帯に地域のパトロールを行います。パトロールをとおして、地域の状況や情報をお互いに認

識し、共通理解を図ることを目的としています。今回は、『店舗調査』も合わせて行いました。 

 また、市内の小・中・高校の先生方（学校補導員）とセンター職員による『薄暮パトロール』も、

夕方、児童生徒の下校時刻に合わせて実施しています。 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 流山市学校警察連絡協議会 

地域課警察署員・青少年補導員との情報交換会 
７月３日（金）、流山警察署地域課署員と青少年補導員を招き、市内各校の学警連担当教員との地区

別情報交換会を行いました。また、流山署交通課長さんから自転車運転に関するお話を頂きました。 
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『店舗調査』とは？ 

 店舗（コンビニエンスストア、書店、カラオケ店、ゲ

ームセンター等や深夜営業店舗）へ、青少年に対する入

店規制及び有害図書や有害がん具についての販売規制の

実態調査と協力要請をします。また、同時に青少年の利

用状況についてお店の方に尋ね、そこで得た情報を補導

員や市内各校とで共有することで、青少年の健全育成や

非行防止に役立てていこうとするものです。 

 《補導員さんの報告書より》 

① コンビニ店の前で、電波（Ｗi-Ｆi）を無断に利用して、数時間ゲームをしている子ど

も達がいる。 

② 高校生らしき青少年が、年齢を偽ってお酒やたばこを買おうとしたことがあった。必ず

身分証を提示してもらうようにしている。（コンビニ店主より） 

 「地域の子 

声掛け合って 見守って」 

 

① 市内で交通量が増加している中、小中高生の自転車の乗り方が気になる。実際に自転車によ

る事故も増えている。学校での指導を充実するだけでなく、その場での声かけが大切だ。 

② 交通事故・いじめ問題・万引きからつながる様々な非行や犯罪など、子ども達の命や人生に

かかわる重要な問題である。学校・保護者・地域が支え合って取り組んでいきたい。 


